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令和元年度公文書公開と
個人情報保護制度の状況
【公文書公開の実施状況】

公文書公開請求　36件

防災行政無線(屋外スピーカー・戸別受信機・緊 急

告知ラジオ等)から訓練放送が流れます。大地震に 

備え、身を守る行動の確認をしてください。 

■日時　 6月17日(水)午前10時ごろ  

■�場所　 市内全域

※放送が聞き取れない、もう一度聞きたい人は、自動

応答(☎0180-99-7787)の電話を利用してください。

【緊急地震速報を聞いたら、シェイクアウト】

 ①まず低く②頭を守り�③動かない のポイントを

守り、身の安全を確保するように しましょう。周り

の人に声をかけながら周囲の 状況に応じて、あ

わてずに行動しましょう。

■問い合わせ　防災安全課　☎38-2093

緊急地震速報訓練で
身を守る行動の確認を

子どもが生まれたとき、転入・転出のときは、窓口か

郵送で手続きをしてください。 

■�対象児童　０歳~中学校修了前(15歳到達後の最

初の３月31日まで)の日本国内に居住している児

童  ※国外留学中の児童は対象になる場合があり

ます。 

■�支給対象�　児童を養育している父母等  

※ 離婚協議中等で受給者変更を希望する場合

は、相談ください。

※ 児童が児童養護施設等に入所した場合は、手

続きが必要です。

児童手当・特例給付

※ 公務員（独立行政法人等は除く）の人は、勤務

先へ問い合わせください。

■支給月額

年齢区分
所得制限限度額未満
児童手当（月額）

３歳未満 15,000 円

３歳〜

小学生

第１・２子 10,000 円

第３子以降 15,000 円

中学生 10,000 円

※ 所得制限限度額以上の特例給付（月額）は、年

齢にかかわらず児童１人につき5,000円です。

※ ３歳の誕生日を迎えた翌月から第１子および

第２子の手当額は月額10,000円になります。

扶養親族等の数 所得制限限度額

０人 622 万円

１人 660 万円

２人 698 万円

３人 736 万円

４人 774 万円

５人 812 万円

■支給時期

支給日 支給対象月 方　法

６月 15 日 ２〜５月分
登録された口座へ振り込
みます。
支給日が金融機関の休業
日の場合は前営業日

10 月 15 日 ６〜９月分

２月 15 日 10 〜１月分

【現在児童手当を受けている人へ】
６月上旬に「現況届」を送付します。未提出の

場合、令和２年６月分以降の手当を受給でき

ませんので、必ず提出ください。※所得制限

限度額以上の人でも、給付がありますので、

提出が必要です。

※ ２ ～ ５ 月 分 の 児 童 手 当 は、６ 月15日（ 月 ）

　に指定の口座へ振り込みます。

■問い合わせ　子育て推進課　☎38-2117

■児童手当所得制限限度額（昨年中の所得で判定）

問い合わせ
防災安全課　☎38-2093

【自分で調べる】
■���兵庫県の「地域別土砂災害危険度」
　土砂災害の危険度が高まってい
　る地域や雨量・土砂災害の危険
　度が調べられます。
【市の情報を入手する】
■市のホームページ
　トップページに災害情報や避難
　所情報等を掲載。
■あしや防災ネット
　事前に登録した人の携帯電話やパソコン
　へ、Eメールで気象・避難情報等を配信。
■防災行政無線
　市内各所に設置した屋外スピーカーを通
　じて、災害時の避難情報等を放送。
■自動応答電話（☎0180-99-7787）
　防災行政無線の放送内容が聞き取れな
　かったとき、もう一度聞きたいとき。
■緊急告知ラジオ
　防災行政無線の放送内容を、さくらFM
　（78.7MHz） から自動起動・最大音量で随
　時放送。
■J:COMチャンネル　11ｃｈ
　テロップ・L字型画面で災害情報をお知らせ。
■Facebook　Twitter
　災害情報等を随時配信。「芦屋市防災情報」
　で検索。

６月〜 10月は集中豪雨や台風などが発生しやすい時期です。この時期は全国で土砂災害による大きな被害が発生して
います。日ごろから注意を心がけましょう。

土砂災害から身を守りましょう

土砂災害情報の入手方法 土砂災害の前兆現象

身の危険を感じたら
川や崖に近づかない
ようにし、速やかに
避難しましょう。

がけ崩れの前兆現象

がけから小石がパラパラ落ちてくる がけに割れ目ができた

がけからのわき水が濁ってきた

土石流の前兆現象

山全体がうなるような音がする（山鳴り）川の水が濁ったり、流木が混じっている

雨が降り続いているのに、川の水が減っている

子育て世帯への
　　　　臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策と

して、子育て世帯の生活を支援するため、児

童手当を受給する世帯に臨時特別給付金を

支給します。

■対象　児童１人につき１万円

■�内容　６月26日（金）に児童手当の口座に振り込み

　　　　（公務員は７月以降に振り込み）

■対象　４月分（３月分を含む）の児童手当の受給者

　※特例給付の人は対象になりません。

■申し込み　不要（公務員のみ要申請）

■問い合わせ　子育て推進課　☎38-2117


